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原
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原
案
可
決

人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
き
意
見
を
求
め
る
こ
と
に

つ
い
て

筑
紫
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

筑
紫
野
市
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

平
成
16
年
度
筑
紫
野
市
一
般
会
計
予
算
繰
越
明
許
費
繰

越
計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

平
成
16
年
度
筑
紫
野
市
水
道
事
業
会
計
継
続
費
繰
越
計

算
書
の
報
告
に
つ
い
て

福
岡
県
自
治
振
興
組
合
を
組
織
す
る
市
町
村
数
の
増
減

に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て

福
岡
県
市
町
村
災
害
共
済
基
金
組
合
を
組
織
す
る
市
町

村
数
の
増
減
に
関
す
る
協
議
に
つ
い
て

筑
紫
野
市
情
報
公
開
条
例
の
全
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

筑
紫
野
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

筑
紫
野
市
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
の
支

給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

議
案
No.

件
　
　
　
　
　
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
審
議
結
果

平
成
17
年第

３
回
定
例
会
（
６
月
）

平
成
17
年
第
３
回
定
例
会
（
６
月
１
日
〜
６
月
17
日
）

【
市
長
提
出
議
案
】

議

案

の

審

議

結

果

審
議
結
果
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

筑紫野・太宰府・小郡の各市議会は、県営山神ダム上流域産業廃棄物処理施設に関する意見書を可決！
《写真：福岡県への意見書提出風景》
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情
報
公
開
条
例
の
全
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定

（
総
務
委
員
会
）

全
員
一
致
・
原
案
可
決

本
市
情
報
公
開
条
例
は
平
成
九

年
の
施
行
以
来
七
年
が
経
過
し
、

情
報
公
開
を
取
り
巻
く
環
境
や
情

勢
に
変
化
が
生
じ
て
い
ま
す
。
国

に
お
い
て
は
平
成
十
三
年
に
「
行

政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開

に
関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
、

こ
の
法
律
と
の
整
合
性
や
時
代
に

即
し
た
情
報
公
開
を
推
進
す
る
た

め
、
市
の
制
度
の
見
直
し
の
必
要

性
が
生
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

市
で
は
平
成
十
五
年
十
一
月
に
情

報
公
開
制
度
見
直
し
に
関
す
る
市

の
基
本
方
針
を
定
め
、
以
後
内
部

の
検
討
を
重
ね
、
市
情
報
公
開
審

議
会
に
諮
問
し
、
そ
の
答
申
を
踏

ま
え
て
、
今
回
、
条
例
の
全
部
を

改
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
情
報
公

開
の
総
合
的
な
推
進
、
市
の
諸
活

動
を
市
民
に
説
明
す
る
責
務
、
市

政
に
対
す
る
市
民
の
監
視
と
参
加

な
ど
を
う
た
い
、
開
か
れ
た
市
政

と
市
民
参
加
の
促
進
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

総
務
委
員
会
と
し
て
は
、
逐
条

解
説
書
を
早
急
に
作
成
す
る
こ
と

を
要
請
し
、
採
決
の
結
果
、
全
員

一
致
、
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

平
成
十
七
年
度
筑
紫
野
市

一
般
会
計
補
正
予
算（
第
一
号
）

（
総
務
委
員
会
）

賛
成
多
数
・
原
案
可
決

本
件
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ

二
千
二
百
五
十
七
万
二
千
円
を
減

額
し
、
三
百
八
億
六
千
三
百
四
十

二
万
八
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

主
な
内
容
は
、
歳
入
で
は
、
県

が
実
施
す
る
同
和
地
区
生
活
実
態

調
査
委
託
金
二
十
万
五
千
円
の
増

額
、
同
和
教
育
費
補
助
金
三
十
六

万
七
千
円
、
基
金
繰
入
金
二
千
二

百
四
十
一
万
円
の
減
額
、
ま
た
歳

出
で
は
、
市
議
会
議
員
の
期
末
手

当
の
支
給
率
の
引
下
げ
に
伴
う
四

百
四
十
七
万
一
千
円
、
市
管
理
職

手
当
の
支
給
率
引
下
げ
に
伴
う
五

百
三
十
六
万
八
千
円
、
同
和
対
策

事
業
の
見
直
し
に
よ
る
千
二
百
八

十
二
万
円
の
減
額
等
で
す
。

審
査
の
中
で
、
同
和
対
策
事
業

見
直
し
に
関
す
る
市
内
部
で
の
検

討
経
過
、
同
和
地
区
生
活
実
態
調

査
の
内
容
及
び
地
元
協
力
員
な
ど

に
つ
い
て
質
疑
が
あ
り
、
執
行
部

よ
り
「
同
和
対
策
事
業
見
直
し
に

つ
い
て
は
、
市
の
検
討
委
員
会
で

五
月
二
十
四
日
に
決
定
し
た
」「
県

の
実
態
調
査
に
つ
い
て
は
こ
れ
か

ら
実
施
体
制
を
作
っ
て
い
く
が
、

調
査
は
八
月
か
ら
行
う
」「
地
元
協

力
員
は
具
体
的
な
調
査
に
は
加
わ

ら
な
い
」と
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

次
に
討
論
に
入
り
、
委
員
か
ら

「
同
和
地
区
生
活
実
態
調
査
の
た
め

の
予
算
計
上
は
特
定
団
体
の
新
た

な
同
和
強
制
施
策
に
口
実
を
与
え

か
ね
な
い
し
、
新
た
な
人
権
侵
害

を
起
こ
す
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
」、

「
管
理
職
手
当
の
減
額
は
、
民
間
企

業
の
労
働
者
の
賃
金
に
も
波
及
し
、

地
域
経
済
へ
の
影
響
も
危
惧
さ
れ

る
」
と
の
理
由
に
よ
り
反
対
討
論

が
あ
り
ま
し
た
が
、
採
決
の
結
果
、

賛
成
多
数
に
よ
り
原
案
の
と
お
り

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

平成17年
第3回（6月）
定例会

議
案
54

議
案
55

議
案
56

議
案
57

議
案
58

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

筑
紫
野
市
農
業
経
営
・
生
産
対
策
推
進
協
議
会
設
置
条

例
を
廃
止
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

平
成
17
年
度
筑
紫
野
市
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
1
号
）

に
つ
い
て

平
成
17
年
度
筑
紫
野
市
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算
（
第
1
号
）
に
つ
い
て

平
成
17
年
度
筑
紫
野
市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

（
第
1
号
）
に
つ
い
て

平
成
17
年
度
筑
紫
野
市
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算

（
第
1
号
）
に
つ
い
て

議
案
No.

件
　
　
　
　
　
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
審
議
結
果

（
委
員
会
審
査
報
告
要
旨
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発
議
2

発
議
3

発
議
4

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

地
方
六
団
体
改
革
案
の
早
期
実
現
に
関
す
る
意
見
書
に

つ
い
て

地
方
議
会
制
度
の
充
実
強
化
に
関
す
る
意
見
書
に
つ
い

て県
営
山
神
ダ
ム
上
流
域
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
関
す

る
意
見
書
に
つ
い
て

発
議
No.

件
　
　
　
　
　
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
審
議
結
果

陳
情
2

広
報
配
布
方
法
改
善
に
関
す
る
陳
情

陳
情
No.

件
　
　
　
　
　
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　

【
議
員
提
出
議
案
】

【
陳
情
】

請
願
2

継
続
審
査

「
市
場
化
テ
ス
ト
」
や
「
給
与
構
造
見
直
し
」
に
反
対

す
る
意
見
書
採
択
を
求
め
る
請
願
に
つ
い
て

請
願
No.

件
　
　
　
　
　
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
審
議
結
果

【
請
願
】
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３件の意見書を可決し、関係機関に送付しました。

①　県営山神ダム上流域産業廃棄物処理施設に関する意見書

②　地方議会制度の充実強化に関する意見書

③　地方六団体改革案の早期実現に関する意見書

県営山神ダム上流域産業廃棄物処理施設に関する意見書

株式会社産興が設置している産業廃棄物処理施設は、筑紫野市、太宰府市、小郡市20万有余の市民の飲料水をまかなう
山神ダムの直近上流に位置し、20年近くの長きにわたり水質、大気等に関する将来への大きな不安を市民に抱かせてきた。
これまでにも、硫化水素による３名の痛ましい死亡事故をはじめ、許可容量を超える埋立や会社関係者による畳等の不法
投棄など多数の違反行為が続発し、廃棄物処理に対する市民の不安は極限まで達していた。
このような中で、５月２日、３日のテレビ報道、そして３月15日、18日、24日の施設に対する県立ち入り調査の中で違
法な廃棄物処理の実態が明らかにされ、強い衝撃と大きな憤りを訴えるものである。
今回の廃棄物処理法違反による行政処分は、産業廃棄物問題の抜本的解決に向けた新たな第一歩ではあるが、廃棄物が処
理施設に持ち込まれない状態になっただけでは、完全解決には程遠い。
20万有余市民の命の水がめである山神ダム上流には、依然として改善がされない状態のままで廃棄物が存在しており、
子々孫々に亘る市民の健康に対する安心と安全の確保を求め、下記事項について適正な措置が講じられるよう強く要望する。

記
１．無断に操業が再開されないように、監視指導体制を強化すること。
２．第一期処分場の許可区域外埋立については未着手の状態であり、早期着手とともに改善命令を完全に履行し、違反廃棄
物の完全撤去を行なうこと。

３．テレビ報道、及び県の立ち入り調査で明らかになったように、中間処理工程（選別）を経ずに埋め立てられた廃棄物の
完全撤去を行なうこと。

４．操業停止後の施設の維持管理には万全の措置を講じること。
５．県営山神ダムの水、及び産業廃棄物処理施設周辺の環境が将来にわたる安全宣言が行なえるよう、抜本的な対策を講じ
ること。
意見書提出先　　　福岡県知事　　麻生　　渡

地方議会制度の充実強化に関する意見書

平成５年の衆参両議院における地方分権推進決議以降、地方分権一括法の施行や市町村合併に伴う地方自治にかかる地勢
図の変化など、地方議会を取り巻く環境は、近時大きく変化してきている。
また、今日、三位一体の改革などが進められる中で、税財政面での自己決定権が強まれば、それに伴い議会の執行機関に
対する監視機能を強化し、自ら住民のための政策を発信していかなければならないのは必然である。
このような中、二元代表制の下での地方議会の役割は一層その重要性を増していることから、住民自治の代表機関である
議会の機能の更なる充実と、その活性化を図ることが強く求められている。一方、各議会においては、自らの議会改革等を
積極的に行っているところであるが、これらの環境に対応した議会の機能を十分発揮するためには、解決すべき様々な制度
的課題がある。
こうした課題は、現行の地方自治法が制定後60年経過し、「議会と首長との関係」等にかかわる状況が変化しているにも
かかわらず、ほとんど見直されておらず、議会にかかる制度が実態にそぐわなくなっていることから、議会制度全般にわた
る見直しが急務である。
21世紀における地方自治制度を考えるとき、住民自治の合議体である「議会」が自主性・自律性を発揮してはじめて

「地方自治の本旨」は実現するものであり、時代の趨勢に対応した議会改革なくして地方分権改革は完結しないと考える。
よって国におかれては、現在、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」を審議項目として取り上げ、活発な審
議が行われているところであるが、地方議会制度の規制緩和・弾力化はもとより、①議長に議会招集権を付与すること、②
委員会にも議案提出権を認めること、③議会に附属機関の設置を可能とすることなど、地方議会の権能強化及びその活性化
のため、抜本的な制度改正が図られるよう強く求める。

衆議院議長　　河野　洋平
参議院議長　　扇　　千景
内閣総理大臣　小泉　純一郎
内閣官房長官　細田　博之

郵政民営化・経済財政政策担当大臣
竹中　平蔵

総務大臣 麻生　太郎
財務大臣 谷垣　禎一

意見書提出先
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平成17年　第３回　 
筑紫野市議会  定例会（６月）会期日程 
（会期6月1日～6月17日・17日間） 

日 委　員　会 摘　　要 曜日 会議名称 

6
 

本会議 

 

 

 
本会議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本会議 

本会議 

 

 
本会議 

 

議案上程、提案理由説明 

質疑、討論、採決 

議案研究日 
 

議案上程･発議・請願上程、 

質疑･討議･委員会付託･採決 

休会日 

休会日 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

休会日 

休会日 

 

一般質問 

一般質問 

（委員会審査報告整理） 

委員長報告、発議、 

質疑、討論、採決 

 

 

 

 

 
議員定数条例調査特別委員会 

 

 

総務常任委員会 

文教福祉常任委員会 

総務常任委員会 

市民環境常任委員会 

市民環境常任委員会 

建設経済常任委員会 

 

地域生活交通対策特別委員会 

産業廃棄物問題対策特別委員会 

 

 

人権・同和対策特別委員会 

議会運営委員会 

議会運営委員会 

月 

 
1 

 

2 

 

3
 

4 

5 

 
6 

 

7 

 

8 

9 

 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 
17

 

水 

 

木 

 

金 

土 

日 
 

月 

 

火 

 

水 

木 

 
金 

土 

日 

月 

火 

水 

木 

 
金 

地 方 六 団 体 改 革 案 の 早 期 実 現 に 関 す る 意 見 書

地方六団体は、「基本方針2004」に基づく政府からの要請により、昨年8月に、地方分権の理念に沿った三位一体の改革

を実現すべく、地方六団体の総意として、その改革案を小泉内閣総理大臣に提出したところである。

しかしながら、昨年11月の「三位一体の改革について」の政府・与党合意の税源移譲案は、その移譲額を平成16年度分

を含め、概ね3兆円とし、その約8割を明示したものの、残りの約2割については、平成17年中に検討を行い、結論を得る

とし、多くの課題が先送りをされ、真の地方分権改革とは言えない状況にある。

よって、政府においては、平成5年の衆・参両院による地方分権推進に関する全会一致の国会決議をはじめ、地方分権一

括法の施行といった国民の意思を改めて確認し、真の「三位一体の改革」の実現を図るため、残された課題等について、地

方六団体の提案を十分踏まえ、改革案の実現を強く求めるものである。

記

1． 地方六団体の改革案を踏まえた概ね3兆円規模の税源移譲を確実に実現すること。

2． 生活保護費負担金及び義務教育費国庫負担金等の個別事項の最終的な取り扱いは、「国と地方の協議の場」において協

議・決定するとともに、国庫負担率の引き下げは絶対認められないこと。

3．政府の改革案は、地方六団体の改革案の一部しか実現されておらず、地方六団体の改革案を優先して実施すること。

4． 地方六団体の改革案で示した平成19年度から21年度までの第2期改革案について政府の方針を早期に明示すること。

5．地方交付税制度については、「基本方針2004」及び「政府・与党合意」に基づき、地方公共団体の財政運営に支障が生

じないよう、法定率分の引き上げを含み地方交付税総額を確実に確保するとともに、財源保障機能、財源調整機能を充

実強化すること。

衆議院議長　　河野　洋平
参議院議長　　扇　　千景
内閣総理大臣　小泉　純一郎
内閣官房長官　細田　博之

人 事 案 件 

まつ　　  ばら　　 しず　　　お 

 ご　　　とう　　  まさ　　 とも 

人 権 擁 護 委 員 

　　松　留美子　氏 
    　　  （大字針摺30番地12―620号） 

　前委員の9月30日の任期満了に伴い、人権擁護委
員に推薦することについて、6月1日の本会議で同意
しました。 

たか　　 まつ　　 　る　 み　  こ 

筑紫公平委員会委員 

後　藤　眞　智　氏 
    　　　　  （塔原東四丁目14番1号） 

　前委員の7月24日の任期満了に伴い、筑紫公平委
員会委員に選任することについて、6月1日の本会議
で同意しました。 

筑紫野市監査委員 

松　原　静　雄　氏 
    　　　　　  （大字山家2519番地5）　　 

　前委員の退職に伴い、筑紫野市監査委員に選任す
ることについて、6月3日の本会議で同意しました。 

郵政民営化・経済財政政策担当大臣
竹中　平蔵

総務大臣 麻生　太郎
財務大臣 谷垣　禎一

意見書提出先
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質問者 質　問　事　項 質問者 質　問　事　項 

1．財政健全化について 
2．ゴミ減量作戦について 
3．バリアフリー対策について 
 
1．防災対策について 
2．嘱託職員や臨時職員の公募制度につ
いて 

 
1．地域安心・安全ステーション事業に
ついて 

2．がんのＰＥＴ検診の助成制度創設に
ついて 

3．住民基本台帳閲覧制度の見直しにつ
いて 

ほか 1 件 
 
1．防災計画の見直しと今後の対応につ
いて 

2．産業廃棄物問題の抜本的解決に向け
ての対応策について 

 
1．合併の問題について 
2．学校給食の食材について 
3．軽度知的障害者の就業について 
 
1．福岡県西方沖地震について 
2．宮地岳山城について 
3．宝満環境センター更新建設について 
ほか 1 件 

尾野　正義 

松原　静雄 

森田　健二 

秋岡　宏昌 

伊藤　利之 

里永　紘一 

1．（株）産興処分場の違法廃棄物は業者
の責任において全量撤去を 

2．障害者福祉施策の充実を 
3．組織機構改革について 
 
1．介護保険制度について 
2．焼却炉建設の入札について 
3．同和対策について 
ほか 1 件 
 
1．地域福祉計画の推進・充実について 
2．機構改革について 
 
1．廃油リサイクルについて 
2．児童虐待や地域のこども見守りの対
策について 

3．学校給食のアレルギー対応について 
 
1．どうなったの？「道の駅」 
2．ドッグラン設置について 
 
1．山神ダム上流域の産業廃棄物処分場
問題について 

2．環境自治体構想推進のために 
3．筑紫野インター周辺の開発・振興、
流通センター構想について 

篠原　範子 

城間　広子 

若松　道子 

古瀬富美子 

赤司　泰一 

上村　和男 

6月定例会の一般質問では 
市政について、12名の議員が35項目にわたり質問しました。 

質問の内容については議員本人の提出原稿により編集しています。 

一 般 質 問 

詳しい内容は9月上旬より、市民図書館・地区公民館・コミュニティセンターにて会議録をご覧下さい。 
また、9月中旬ごろから市公式ホームページでも会議録が閲覧できます。 

ド
ッ
グ
ラ
ン
に
つ
い
て

議
員

「
動
物
の
愛
護
及
び
管
理

に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、
こ

れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
取
り
組
み
、

今
後
ど
の
よ
う
に
図
っ
て
行
く
の

か
。
ま
た
、
犬
と
の
共
存
範
囲
が

狭
ま
る
中
、
市
民
ニ
ー
ズ
が
高
い

ド
ッ
グ
ラ
ン
に
対
し
て
の
見
解
は
。

人
権
環
境
政
策
部
長

「
犬
と
楽

し
く
暮
ら
す
た
め
に
」
の
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
作
成
し
、
狂
犬
病
予
防

集
団
注
射
会
場
や
動
物
病
院
で
配

布
し
た
り
、
市
広
報
や
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
も
常
時
犬
の
飼
い
方
を

掲
載
し
、
モ
ラ
ル
の
向
上
に
努
め

て
い
る
。

市
内
に
は
民
間
の
ド
ッ
グ
ラ
ン

施
設
が
２
箇
所
あ
り
、
犬
の
運
動

不
足
解
消
や
飼
い
主
の
モ
ラ
ル
向

上
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。

生 活 環 境

暮らしの
クオリティーを
高める
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廃
油
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
　

議
員

身
近
に
あ
る
資
源
を
活
用

す
る
事
で
地
域
循
環
型
社
会
が
構

築
さ
れ
る
。
当
市
の
ご
み
回
収
業

者
が
廃
油
を
燃
料
に
パ
ッ
カ
ー
車

を
動
か
し
て
い
る
記
事
が
掲
載
さ

れ
て
い
た
。
市
民
よ
り
「
廃
油
は

集
め
な
い
の
か
」
と
の
声
が
届
く
。

市
民
と
協
働
し
リ
サ
イ
ク
ル
を
推

進
す
べ
き
で
は
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

単
位
で
集
め
ら
れ
る
の
で
は
。

人
権
環
境
政
策
部
長

廃
油
を
リ

サ
イ
ク
ル
し
利
用
す
る
た
め
に

は
、
廃
油
を
植
物
性
油
に
限
定
し
、

し
か
も
大
豆
な
ど
の
種
類
も
限
定

す
る
等
一
定
の
基
準
が
あ
る
。
家

庭
用
食
用
油
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ

い
て
は
、
施
設
と
業
の
許
可
と
廃

油
の
主
成
分
を
限
定
す
る
等
困
難

な
問
題
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
等
で
、
何
ら
か
の
廃
油
の
有
効

利
用
が
な
さ
れ
る
場
合
は
、
ル
ー

ル
づ
く
り
等
で
き
る
も
の
を
支
援

し
て
い
き
た
い
。

山
神
ダ
ム
上
流
域
の
産
業
廃

棄
物
処
分
場
問
題
に
つ
い
て
　

議
員

こ
の
問
題
は
、
県
の
許
可

取
り
消
し
処
分
の
方
向
が
出
さ

れ
、
新
た
な
局
面
を
迎
え
て
い
る
。

今
日
の
状
況
は
市
長
が
言
わ
れ
る

『
抜
本
解
決
に
向
け
た
第
一
歩
』

で
あ
る
。
市
民
の
安
心
・
安
全
の

た
め
に
『
水
の
安
全
宣
言
』
が
出

る
ま
で
、
頑
張
っ
て
も
ら
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
市
長
の
ご
見
解
を
お

聞
き
す
る
。

市
長

業
及
び
施
設
の
許
可
取
消

し
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
抜
本
的

解
決
へ
向
け
て
、
新
た
な
、
大
き

な
第
一
歩
で
あ
る
。
し
か
し
、
許

可
区
域
外
改
善
作
業
分
の
完
全
撤

去
等
、
課
題
は
山
積
み
で
あ
る
。

こ
の
課
題
解
決
と
と
も
に
、
産
廃

問
題
は
、
本
市
だ
け
の
問
題
で
は

な
く
、
国
や
県
の
環
境
行
政
を
問

う
全
国
的
な
課
題
で
あ
る
。
市
民

の
命
の
水
、
ふ
る
さ
と
の
自
然
を

大
切
に
す
る
と
い
う
観
点
か
ら

も
、
市
民
・
議
会
の
力
も
借
り
抜

本
解
決
ま
で
前
進
し
て
い
く
こ
と

を
決
意
す
る
。

防
災
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　

議
員

小
地
区
公
民
館
等
を
避
難

場
所
に
し
て
い
る
が
、
自
主
避
難

の
対
策
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
無
く
、
公

民
館
に
よ
っ
て
は
、
老
朽
化
や
危

険
な
場
所
等
不
適
切
な
も
の
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
又
、
避
難
所
と

な
っ
て
い
る
公
共
建
築
物
に
お
け

る
耐
震
な
ど
の
安
全
性
の
確
保
や

避
難
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
訓
練
は
な
さ

れ
て
い
る
の
か
。

総
務
部
長

地
域
防
災
計
画
に
お

い
て
は
、
避
難
勧
告
及
び
指
示
に

よ
る
避
難
対
策
を
講
じ
て
い
る
も

の
で
、
自
主
避
難
対
策
に
つ
い
て

は
特
に
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
災

害
時
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
準
じ
た

対
応
を
し
て
い
る
。
今
後
、
具
体

的
な
問
題
を
整
理
し
て
マ
ニ
ュ
ア

ル
の
見
直
し
の
中
で
検
討
す
る
考

え
で
あ
る
。

ま
た
、
公
共
建
築
物
等
の
耐
震

な
ど
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
避

難
場
所
と
な
る
小
中
学
校
体
育
館

の
約
八
割
は
耐
震
基
準
を
満
た
し
、

残
る
施
設
も
耐
震
診
断
や
改
造
工

事
を
行
っ
て
い
く
。
避
難
訓
練
は
、

一
部
未
実
施
の
施
設
が
あ
り
、
今

後
全
体
的
に
点
検
を
行
い
実
施
し

て
い
き
た
い
。

地
域
安
心
･
安
全
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

事
業
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　

議
員

安
心
・
安
全
な
生
活
の
実

現
の
為
に
は
、
防
災
と
防
犯
が
連

携
し
、
住
民
と
手
を
組
み
、
地
域

の
力
を
結
集
し
た
取
り
組
み
が
ポ

イ
ン
ト
で
あ
る
。
我
市
に
お
け
る

施
策
を
具
体
化
し
、
で
き
る
と
こ

ろ
か
ら
、
で
き
る
か
ぎ
り
早
く
着

手
し
、
実
現
す
る
方
向
で
市
政
を

運
営
さ
れ
て
は
と
提
言
す
る
。
市

長
の
お
考
え
を
伺
い
た
い
。

市
長

本
市
に
お
い
て
も
安
心
・

安
全
の
ま
ち
づ
く
り
の
確
立
に
向

け
て
、
防
災
・
防
犯
の
各
般
に
わ

た
り
行
政
施
策
の
推
進
や
地
域
活

動
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
第
四

次
総
合
計
画
に
お
い
て
も
、
地
域

の
安
心
・
安
全
に
関
わ
る
施
策
や

事
業
に
つ
い
て
検
討
中
で
あ
る
。

現
在
の
取
り
組
み
を
強
化
し
、
よ

り
効
果
的
な
施
策
や
活
動
支
援
が

で
き
る
よ
う
関
係
機
関
・
団
体
と

の
連
携
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

産
業
廃
棄
物
問
題
の
抜
本
的

解
決
に
向
け
て
の
対
応
策
に

つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　

議
員

㈱
産
興
に
対
す
る
県
の

業
・
施
設
の
許
可
取
り
消
し
が
な

さ
れ
た
場
合
、
梅
雨
期
に
備
え
処

分
場
の
浸
透
水
浄
化
施
設
な
ど
の

維
持
や
増
量
防
止
処
置
等
を
県
に

要
望
し
て
は
ど
う
か
。

埋
め
立
て
物
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク

等
を
燃
料
と
し
て
廃
棄
物
発
電
し

循
環
型
社
会
形
成
を
推
進
し
環
境

負
荷
軽
減
を
図
っ
て
は
ど
う
か
。

市
長

操
業
停
止
後
の
施
設
の
維

持
管
理
等
の
多
く
の
課
題
が
残
さ

れ
て
お
り
、
引
き
続
き
強
く
許
可

権
者
で
あ
る
県
に
要
望
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
廃

棄
物
発
電
に
つ
い
て
は
、
抜
本
的

解
決
に
向
け
た
貴
重
な
ご
意
見
と

し
て
受
け
止
め
る
。
ま
た
、
解
決

に
要
す
る
費
用
は
税
を
投
入
す
る

こ
と
な
く
、
原
因
者
が
負
担
す
べ

き
と
考
え
て
い
る
。
将
来
に
わ
た

県営山神ダム

避難所（勤労青少年ホーム）
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る
水
の
安
全
宣
言
が
行
わ
れ
る
日

ま
で
、
市
議
会
・
市
民
・
関
係
団

体
と
連
携
を
取
り
な
が
ら
最
大
限

努
力
を
続
け
た
い
。

宝
満
環
境
セ
ン
タ
ー
の
更
新

建
設
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　

議
員

宝
満
環
境
セ
ン
タ
ー
の
更

新
建
設
に
つ
い
て
、
造
成
工
事
中

で
あ
り
、
早
急
に
計
画
概
要
を
市

民
に
公
表
す
べ
き
で
は
。

公
表
す
べ
き
項
目
と
し
て
、

一
、
総
合
計
画
レ
イ
ア
ウ
ト
、

炉
方
式
、
能
力
等

二
、
排
出
ガ
ス
の
建
設
目
標
値

三
、
焼
却
灰
の
処
理
計
画

四
、
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
の
概
要

人
権
環
境
政
策
部
長

新
し
く
建

て
か
わ
る
宝
満
環
境
セ
ン
タ
ー
の

全
体
計
画
を
広
く
市
民
に
公
表
し

理
解
を
求
め
る
こ
と
は
重
要
で
あ

る
。
現
在
、
敷
地
造
成
工
事
を
行

っ
て
お
り
、
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ

ー
の
規
模
を
含
め
一
部
事
務
組
合

で
協
議
中
で
あ
る
。
施
設
の
全
体

像
、
概
要
が
決
定
さ
れ
次
第
、
市

広
報
等
で
市
民
の
皆
様
に
広
く
周

知
し
た
い
。

福
岡
県
西
方
沖
地
震

に
つ
い
て

議
員

近
年
、
自
然
災
害
が
多
発

し
て
い
る
が
、
被
害
状
況
を
、
早

急
に
把
握
し
的
確
に
対
応
す
る
シ

ス
テ
ム
が
必
要
で
は
。

市
民
防
災
意
識
高
揚
の
た
め
、

災
害
の
多
い
地
区
の
校
区
単
位
で
、

市
民
、
関
係
機
関
連
携
し
、
通

報
・
避
難
・
消
火
・
防
災
総
合
訓

練
等
を
企
画
実
行
し
て
は
。

総
務
部
長

被
害
情
報
収
集
は
、

災
害
対
策
本
部
で
集
約
し
て
い
る
。

市
内
巡
回
や
施
設
点
検
に
よ
る
把

握
、
市
民
や
区
長
等
か
ら
の
連
絡
、

消
防
署
等
か
ら
の
報
告
を
受
け
、

実
地
調
査
、
応
急
処
理
を
行
っ
て

い
る
。
今
後
、
よ
り
全
市
的
な
把

握
と
適
切
な
対
応
が
で
き
る
よ
う

区
長
と
の
連
絡
調
整
を
図
り
た
い
。

防
災
意
識
高
揚
は
、
防
災
の
日

の
総
合
防
災
訓
練
に
市
民
や
小
学

校
児
童
の
参
加
を
お
願
い
し
て
い

る
。
ま
た
、
防
災
マ
ッ
プ
の
全
世

帯
配
布
や
、
広
報
等
で
、
防
災
意

識
の
高
揚
や
重
要
水
防
地
域
等
の

注
意
喚
起
に
努
め
て
い
る
。

㈱
産
興
の
違
法
廃
棄
物
の

全
量
撤
去
を

議
員

県
が
㈱
産
興
の
す
べ
て
の

許
可
取
り
消
し
処
分
の
手
続
き
を

開
始
し
た
が
、
㈱
産
興
処
分
場
の

違
法
廃
棄
物
が
撤
去
さ
れ
な
い
限

り
、
水
の
安
全
は
確
保
で
き
な
い
。

業
者
の
責
任
に
お
い
て
、
違
法
廃

棄
物
を
全
量
撤
去
さ
せ
る
よ
う
、

県
に
求
め
る
べ
き
で
は
。
今
も
浸

出
し
て
い
る
ウ
ラ
ン
、
マ
ン
ガ
ン

な
ど
の
調
査
も
必
要
で
は
。

人
権
環
境
政
策
部
長

水
質
調
査

に
つ
い
て
は
、
年
２
回
の
処
分
場

内
外
の
水
質
調
査
を
継
続
し
て
い

く
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

市
長

㈱
産
興
処
分
場
の
廃
棄
物

に
つ
い
て
は
、
法
的
に
違
反
し
た

廃
棄
物
の
処
理
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、

全
量
撤
去
を
県
に
求
め
る
こ
と
は

当
然
の
こ
と
と
し
て
、
対
応
を
と

り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

同
和
地
区
生
活
実
態
調
査
は

行
う
べ
き
で
は
な
い

議
員

実
態
調
査
は
、
一
部
運
動

団
体
の
「
新
し
い
同
和
行
政
推
進

施
策
」
づ
く
り
の
口
実
に
な
り
か

ね
な
い
。
法
が
失
効
し
て
い
る
現

在
、
行
政
が
行
う
こ
と
で
新
た
な

人
権
侵
害
を
起
こ
す
こ
と
が
懸
念

さ
れ
る
。
調
査
は
す
べ
き
で
は
な

い
と
考
え
る
が
ど
う
か
。
調
査
結

果
い
か
ん
に
よ
ら
ず
、
平
成
十
八

年
を
も
っ
て
事
業
の
終
結
を
。

人
権
環
境
政
策
部
長

県
の
調
査

目
的
は
、
平
成
八
年
の
地
域
改
善

対
策
協
議
会
の
意
見
具
申
で
教
育

の
問
題
、
不
安
定
就
労
問
題
、
産

業
面
の
問
題
な
ど
、
格
差
が
な
お

存
在
し
て
い
る
分
野
が
見
ら
れ
る

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
対
象
地
域

の
現
状
を
把
握
す
る
た
め
、
実
態

調
査
を
実
施
す
る
と
し
て
い
る
。

本
市
と
し
て
も
現
状
把
握
は
必
要

で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

地
域
福
祉
計
画
の

推
進
・
充
実
に
つ
い
て

議
員

最
近
大
き
な
自
然
災
害
が

頻
繁
に
発
生
し
て
い
る
。
そ
の
度

に
高
齢
者
や
障
害
の
あ
る
方
は
不

安
で
心
細
い
思
い
を
さ
れ
て
い
る

事
と
思
う
。
災
害
発
生
直
後
の
避

難
誘
導
や
安
否
確
認
は
地
域
の
支

援
無
し
に
は
出
来
な
い
動
き
で
あ

る
。
地
域
福
祉
計
画
の
神
髄
を
生

か
し
た
ケ
ア
体
制
作
り
を
早
急
に

取
り
組
む
べ
き
で
は
。

健
康
福
祉
部
長

今
回
策
定
し
た

地
域
福
祉
計
画
で
は
、
日
ご
ろ
か

ら
の
地
域
ケ
ア
体
制
づ
く
り
と
災

害
弱
者
と
言
わ
れ
る
方
々
の
把
握

や
対
応
に
つ
い
て
方
向
性
を
示
し

て
い
る
。
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

づ
く
り
の
主
役
は
住
民
自
身
で
あ

り
、
関
係
の
方
々
が
本
計
画
の
具
体

的
な
実
践
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
、

市
全
域
で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
早
期
に

機
能
す
る
よ
う
支
援
し
て
い
く
。

保健・医療・福祉

安心と
あたたかさを
追求する

人権確立と啓発

力をあわせ
共に生きる
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ど
う
な
っ
た
の
？
道
の
駅

議
員

多
く
の
来
訪
者
が
期
待
さ

れ
る
国
立
博
物
館
オ
ー
プ
ン
に
向

け
、
現
段
階
で
の
整
備
計
画
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
ち

く
し
の
ブ
ラ
ン
ド
確
立
の
為
の
、

プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
の
よ
う
に

考
え
て
い
る
の
か
。

建
設
経
済
部
長

先
進
地
視
察
を

行
い
課
題
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら

研
究
を
進
め
て
い
る
。
九
州
国
立

博
物
館
へ
の
ア
ク
セ
ス
動
向
を
見

な
が
ら
検
討
を
進
め
る
。
本
市
特

産
物
の
発
掘
や
Ｐ
Ｒ
は
、
筑
紫
野

物
産
振
興
会
の
活
動
費
補
助
な
ど

の
側
面
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

道
の
駅
を
含
め
関
係
者
に
よ
る

地
域
活
性
化
懇
談
会
の
中
で
議
論

を
深
め
て
い
き
た
い
。

高
速
道
路
筑
紫
野
イ
ン
タ
ー

周
辺
の
開
発
・
振
興
、
流
通

セ
ン
タ
ー
構
想
に
つ
い
て

議
員

こ
の
課
題
は
、
筑
紫
野
市

の
今
後
の
地
域
振
興
の
方
向
を
示

す
上
で
の
試
金
石
に
な
る
も
の
で

あ
る
。
民
間
主
導
の
計
画
で
は
あ

る
が
、
一
番
大
切
な
の
は
、
地
元

と
の
協
議
や
合
意
形
成
で
あ
る
。

市
長
と
し
て
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

を
発
揮
す
べ
き
だ
と
思
う
が
、
見

解
を
お
聞
き
す
る
。

市
長

今
回
の
流
通
セ
ン
タ
ー
構

想
は
、
イ
ン
タ
ー
周
辺
の
有
効
活

用
の
観
点
か
ら
積
極
的
に
取
り
組

ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
イ
ン

タ
ー
周
辺
の
開
発
が
本
当
に
地
域

振
興
に
資
す
る
も
の
な
の
か
と
い

う
課
題
の
解
決
、
地
権
者
・
地
域

と
の
合
意
形
成
が
大
事
で
あ
る
。

他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
交
通
解
析
の

問
題
と
か
行
政
課
題
が
あ
る
が
、

着
実
に
課
題
を
解
決
し
な
が
ら
積

極
的
に
取
り
組
み
た
い
。

学
校
給
食
の
食
材
に
つ
い
て

議
員

平
成
十
六
年
十
二
月
議
会

で
、
地
産
地
消
の
取
り
組
み
は
着

実
に
成
果
を
上
げ
て
い
る
こ
と
は

理
解
し
た
。
共
同
調
理
場
は
小
学

校
と
中
学
校
、
何
校
に
供
給
し
全

部
で
何
食
分
か
。
調
味
料
に
つ
い

て
は
地
産
地
消
と
地
場
産
業
育
成

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う

な
取
り
扱
い
が
さ
れ
て
い
る
か
。

教
育
部
長

学
校
給
食
の
供
給
に

つ
い
て
は
、
小
学
校
十
一
校
、
中

学
校
五
校
、
平
成
十
六
年
度
一
年

間
で
小
学
校
児
童
・
教
師
を
含
め

百
十
一
万
食
、
中
学
校
生
徒
・
教

師
を
含
め
五
十
四
万
六
千
食
、
試

食
等
を
含
め
る
と
合
計
約
百
六
十

六
万
四
千
食
。
調
味
料
の
地
産
地

消
と
地
場
産
業
育
成
に
つ
い
て
は
、

筑
紫
野
市
学
校
給
食
共
同
調
理
場

学
校
給
食
物
資
納
入
指
定
業
者
に

関
す
る
規
定
に
基
づ
き
、
地
場
産

業
の
方
に
も
参
加
い
た
だ
い
て
い

る
。
平
成
十
六
年
度
の
全
体
金
額

は
二
百
七
十
七
万
三
千
五
百
三
十

円
で
あ
り
、
う
ち
市
内
業
者
は
百

五
十
三
万
二
千
八
百
七
十
円
で
全

体
の
五
十
五
％
と
な
っ
て
い
る
。

給
食
費
は
、
児
童
・
生
徒
の
保

護
者
の
方
に
負
担
し
て
い
た
だ
い

て
お
り
、
安
全
で
低
価
格
を
基
本

と
し
て
発
注
し
て
い
る
。

学
校
給
食
の
ア
レ
ル
ギ
ー
対

応
に
つ
い
て

議
員

遺
伝
か
ら
か
複
合
汚
染
か

ら
か
、
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
児
童
・

生
徒
が
増
え
て
い
る
。
卵
や
乳
製

品
か
ら
起
き
る
急
性
ア
ナ
フ
ィ
ラ

キ
シ
ー
は
症
状
が
重
い
場
合
は
呼

吸
困
難
や
血
圧
低
下
を
伴
い
、
と

き
に
は
死
に
至
る
事
も
あ
る
。
食

物
ア
レ
ル
ギ
ー
の
あ
る
児
童
・
生

徒
の
把
握
、
給
食
で
の
対
応
は
ど

の
よ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る
か
。

教
育
部
長

現
在
の
対
応
と
し
て

は
、
献
立
表
を
保
護
者
へ
早
期
に

配
布
す
る
と
と
も
に
、
詳
細
な
使

用
材
料
を
お
知
ら
せ
し
、
各
家
庭

で
の
対
応
を
お
願
い
し
て
い
る
。

ま
た
、
今
後
の
代
替
食
品
実
施

に
向
け
た
対
応
を
検
討
す
る
た

め
、
各
学
校
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
依
頼
し
て
い
る
。
ア
レ
ル
ギ
ー

対
応
を
行
う
た
め
に
は
、
献
立
作

成
・
調
理
室
整
備
・
調
理
員
の
増

員
等
が
あ
る
。
現
在
の
市
の
財
政

事
情
の
厳
し
い
中
で
は
、
即
実
行

と
い
う
こ
と
は
大
変
難
し
い
状
況

で
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の

休
館
に
つ
い
て

議
員

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

の
お
盆
休
み
な
ど
の
貸
館
業
務
に

つ
い
て
、
昨
年
九
月
議
会
、
今
年

三
月
議
会
で
質
問
し
た
が
、「
お

盆
の
三
日
間
は
、
休
館
に
す
る
方

向
で
検
討
し
た
い
」「
低
コ
ス
ト

対
策
、
行
財
政
の
健
全
化
の
趣
旨

に
沿
っ
て
検
討
す
る
」
と
答
弁
さ

れ
た
。
八
月
が
目
前
に
迫
っ
て
い

る
が
、
そ
の
後
の
進
捗
状
況
を
伺

い
た
い
。

教
育
部
長

平
成
十
六
年
度
の
お

盆
の
三
日
間
の
利
用
件
数
は
五
件

で
あ
っ
た
が
、
本
年
は
、
す
で
に

十
二
件
の
利
用
予
約
が
あ
る
の

で
、
本
年
の
盆
休
み
か
ら
の
閉
館

実
施
は
無
理
で
あ
る
。
検
討
に
当

た
っ
て
は
、
財
政
の
効
率
化
も
含

め
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
施
設
運
営
協

議
会
等
の
意
見
も
求
め
な
が
ら
取

り
組
む
の
で
、
早
く
て
も
平
成
十

八
年
度
以
降
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
。

産 業 振 興

まちの力を
たくわえる

生涯学習・スポーツ・市民文化

人のかがやく
場をふやす
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入
札
問
題
に
つ
い
て

議
員

橋
梁
入
札
談
合
事
件
の
中

心
的
役
割
の
人
達
は
、
九
七
･
五
％

前
後
ま
で
は
す
べ
て
談
合
だ
と
公

言
し
、
十
四
人
逮
捕
後
も
談
合
し

て
い
る
と
新
聞
は
報
じ
て
い
る
。

本
市
の
十
五
年
度
の
六
部
門
の
平

均
落
札
率
は
約
九
七
％
で
あ
る
。

市
長
は
三
年
目
を
迎
え
た
が
、

新
し
い
施
策
の
取
組
、
汚
職
の
な

い
指
導
体
制
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

総
務
部
長

競
争
性
を
高
め
、
談

合
し
に
く
い
入
札
制
度
、
入
札
環

境
の
整
備
の
た
め
に
、
指
名
競
争

入
札
へ
の
抽
選
入
札
方
式
、
条
件

付
一
般
競
争
入
札
に
お
け
る
実
施

対
象
を
拡
大
し
た
上
で
の
郵
便
入

札
制
度
な
ど
、
入
札
制
度
の
見
直

し
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

市
長

今
、
入
札
制
度
の
多
面
的

改
革
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る

と
こ
ろ
だ
。
入
札
に
当
た
っ
て
は
、

適
切
か
つ
公
平
な
入
札
を
市
長
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
に
積
極

的
に
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

嘱
託
職
員
や
臨
時
職
員
の

公
募
制
度
に
つ
い
て

議
員

嘱
託
職
員
の
任
用
は
一
年

が
原
則
、
必
要
な
場
合
は
更
新
二

回
が
限
度
と
な
っ
て
い
る
。
又
臨

時
職
員
は
六
ヶ
月
が
原
則
、
必
要

な
場
合
は
一
年
ま
で
任
用
と
な
っ

て
い
る
が
、
例
外
規
定
が
多
く
、

市
民
の
方
の
任
用
機
会
を
均
衡
に

す
る
為
の
公
募
制
度
と
の
整
合
性

は
図
ら
れ
て
い
る
の
か
。

総
務
部
長

す
ぐ
れ
た
人
材
の
活

用
、
公
平
な
雇
用
機
会
の
提
供
、

採
用
時
の
透
明
性
を
図
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
、
嘱
託
職
員
の
公
募

制
を
全
庁
的
に
取
り
組
ん
で
い

る
。
現
在
任
用
さ
れ
て
い
る
嘱
託

職
員
が
次
年
度
任
用
の
公
募
に
応

募
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
そ

の
方
の
選
考
成
績
に
よ
っ
て
は
再

度
任
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、

そ
の
際
、
す
ぐ
れ
た
人
材
の
活
用

や
採
用
時
の
透
明
性
を
図
る
と
い

う
目
的
は
達
成
さ
れ
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。
次
に
、
臨
時
職
員
の

任
用
に
つ
い
て
は
、
登
録
制
を
実

施
し
て
お
り
、
所
管
課
等
は
臨
時

職
員
登
録
者
名
簿
の
中
か
ら
選
考

し
任
用
し
て
い
る
が
、
所
管
課
に

対
し
公
平
な
雇
用
機
会
の
提
供
に

つ
い
て
の
指
導
を
行
っ
て
い
る
。

住
基
台
帳
閲
覧
制
度
の

見
直
し
に
つ
い
て

議
員

閲
覧
制
度
は
広
く
利
用
さ

れ
る
一
方
、
社
会
経
済
情
勢
の
変

化
や
個
人
情
報
保
護
に
対
す
る
意

識
の
変
化
か
ら
見
直
し
を
求
め
る

声
が
あ
る
。
又
制
度
を
悪
用
し
た

と
考
え
ら
れ
る
刑
事
事
件
も
発
生

し
て
い
る
。
そ
こ
で
商
業
目
的
等

で
個
人
情
報
を
集
め
る
為
の
閲
覧

は
拒
否
で
き
る
条
例
制
定
は
他
市

に
例
が
あ
る
。
わ
が
市
の
対
応
は
。

市
民
部
長

閲
覧
申
請
に
は
、
目

的
を
裏
付
け
る
資
料
の
提
出
と
申

請
者
の
存
在
及
び
事
業
内
容
確
認

の
た
め
の
登
記
簿
謄
本
の
添
付
、

本
人
確
認
の
た
め
の
運
転
免
許
証

な
ど
の
提
示
を
求
め
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
書
類
の
提
出
が
不
当
な
目

的
で
な
い
こ
と
の
担
保
と
し
て
、

書
類
が
整
わ
な
い
申
請
者
に
は
閲

覧
を
拒
否
し
て
い
る
。

閲
覧
を
拒
否
で
き
る
独
自
の
条

例
制
定
は
、
今
秋
に
出
る
総
務
省

が
設
置
し
た
検
討
会
の
答
申
の
内

容
を
精
査
し
な
が
ら
検
討
し
た

い
。

合
併
の
問
題
に
つ
い
て

議
員

平
成
十
六
年
六
月
議
会
で
、

合
併
の
質
問
に
対
し
、「
研
究
、

検
討
を
し
て
い
く
課
題
で
あ
る
と

認
識
を
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
た

が
、
今
は
ど
ん
な
考
え
か
。
旧
筑

紫
郡
四
市
一
町
を
基
本
的
に
考
え

る
構
想
な
の
か
。
も
っ
と
広
げ
て

旧
筑
紫
郡
四
市
一
町
と
小
郡
市
、

基
山
町
、
筑
前
町
と
の
合
併
は
な

い
か
。

市
長

昨
年
六
月
及
び
十
二
月
議

会
に
お
い
て
、
市
民
全
体
の
機
運

や
、
筑
紫
地
区
の
他
市
町
の
動
向

を
見
な
が
ら
検
討
を
し
て
い
く
旨

の
答
弁
を
し
た
が
、
現
時
点
に
お

い
て
も
基
本
的
な
考
え
方
に
変
更

は
な
い
。
旧
筑
紫
郡
四
市
一
町
は

生
活
圏
域
を
共
有
し
て
い
る
が
、

合
併
に
対
す
る
積
極
的
な
動
き
は

な
い
。
ま
た
、
小
郡
市
、
基
山
町
、

筑
前
町
に
つ
い
て
も
各
々
の
生
活

圏
域
が
異
な
る
等
に
よ
り
具
体
的

な
動
き
は
な
い
。

組
織
機
構
改
革
に
つ
い
て

議
員

同
和
地
区
施
設
に
地
区
児

童
生
徒
の
学
力
保
障
の
た
め
市
費

で
教
員
三
名
を
雇
い
保
健
師
三
名

も
常
駐
、
合
計
二
十
六
名
も
職
員

が
い
る
。
今
後
市
内
全
域
の
地
域

福
祉
の
充
実
、
三
〇
人
学
級
実
施

の
財
源
も
必
要
だ
。
来
年
四
月
の

組
織
機
構
改
革
で
は
、
促
進
事
業

は
廃
止
し
同
和
地
区
偏
重
の
異
常

な
職
員
配
置
を
改
め
る
べ
き
で
は
。

市
長

今
回
の
組
織
機
構
改
革
は
、

財
政
健
全
化
を
踏
ま
え
、
今
ま
で

以
上
に
厳
し
く
な
る
財
政
状
況
を

見
込
ん
で
見
直
し
を
行
お
う
と
し

て
い
る
が
、
新
た
な
行
政
課
題
へ

対
応
す
る
た
め
に
は
、
既
存
の
組

織
機
構
及
び
職
員
配
置
に
つ
い
て

も
、
全
体
的
に
見
直
し
を
行
う
。

促
進
事
業
に
つ
い
て
は
、
本
年
度

見
直
し
を
行
う
の
で
、
そ
の
中
で

十
分
検
討
す
る
。
同
和
関
連
の
職

員
配
置
に
つ
い
て
は
、
組
織
機
構

の
あ
り
方
、
事
務
事
業
等
に
つ
い

て
も
今
後
十
分
検
討
し
て
い
く
。

行 財 政

みんなで
まちづくりを
すすめる

戸籍に関する証明書及び住民票等交付申請書
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焼
却
炉
建
設
の
入
札
に

透
明
性
、
公
平
性
を

議
員

公
正
取
引
委
員
会
が
き
わ

め
て
悪
質
と
指
摘
し
て
い
る
鋼
鉄

製
橋
梁
談
合
組
織
四
十
七
社
に
、

焼
却
炉
メ
ー
カ
ー
の
多
く
が
名
を

連
ね
て
い
る
。
焼
却
炉
建
設
の
入

札
の
業
者
指
名
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

入
札
に
透
明
性
、
公
平
性
を
持

た
す
た
め
に
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
の
か
。

市
長

入
札
に
当
た
っ
て
は
、
そ

の
公
正
・
透
明
性
を
確
保
す
る
こ

と
は
大
変
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
橋
梁
談
合
を
含
め
て
、
現

在
、
筑
紫
野
・
小
郡
・
基
山
清
掃

施
設
組
合
を
構
成
す
る
二
市
一
町

の
助
役
以
下
、
関
係
部
課
長
で
十

分
精
査
を
し
て
検
討
す
る
こ
と
に

し
て
お
り
、
最
終
的
に
は
二
市
一

町
の
市
・
町
長
と
協
議
を
し
て
、

今
後
の
入
札
に
つ
い
て
判
断
を
し

て
い
く
。

機
構
改
革
に
つ
い
て

議
員

現
在
本
市
は
財
政
健
全
化

の
推
進
、
第
四
次
総
合
計
画
策
定

等
活
発
な
動
き
が
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
慌
し
い
動
き
の
中
、
本
来
市

民
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
の
た
め
の
機

構
改
革
が
何
を
重
点
課
題
と
し
て

見
直
さ
れ
る
の
か
。
ま
た
市
長
の

公
約
で
あ
る
市
民
参
加
、
職
員
参

加
の
機
会
は
ど
の
様
に
図
ら
れ
、

改
革
に
反
映
し
て
行
か
れ
る
の
か
。

総
務
部
長

市
民
と
の
協
働
、
少

子
・
高
齢
化
社
会
の
進
展
を
重
点

的
課
題
と
と
ら
え
、
簡
素
で
効
率

的
な
行
財
政
の
運
営
が
で
き
る
行

政
組
織
、
さ
ら
に
第
四
次
筑
紫
野

市
総
合
計
画
を
効
率
的
、
効
果
的

に
推
進
す
る
た
め
の
組
織
の
再
構

築
を
目
的
と
し
て
い
る
。
財
政
健

全
化
に
取
り
組
み
な
が
ら
も
市
民

サ
ー
ビ
ス
を
低
下
さ
せ
な
い
よ
う

考
え
て
い
る
。
職
員
の
参
加
に
つ

い
て
は
、
事
務
事
業
調
査
表
を
作

成
さ
せ
、
問
題
点
等
を
整
理
し
た
。

市
民
参
加
に
つ
い
て
は
、
総
合

計
画
の
策
定
に
当
た
り
実
施
し
た

地
域
別
懇
談
会
、
市
民
ア
ン
ケ
ー

ト
等
に
よ
り
多
く
の
意
見
を
参
考

に
し
た
。

この議会だよりは森林資源を守るため再生紙を使用しています。
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あなたも議会を傍聴しませんか。

また、議会に対して請願、陳情をすることができます。

詳しいことは、筑紫野市議会事務局（電話929-5399）へ

お問い合わせください。

古紙配合率100%再生紙を使用しています 

市議会関係日程のお知らせ（予定）
（※あくまでも予定であり、変更される場合があり
ますので、ご注意下さい。）

※第4回（9月）定例会関係

9月 1日（木） 議会運営委員会

6日（火） 本会議（初日：議案上程、提案理由説明）

9日（金） 〃　（発議・請願上程、質疑、委員会

付託）

12日（月）

〜　　　　常任委員会、特別委員会

28日（水）

29日（木） 本会議（一般質問）

30日（金） 〃　（ 〃　 ）

10月4日（火） 〃　（最終日：委員会審査報告、質疑、

討論、採決）

前列左から　大石議員、野口議員、坂口議員、森田議員
後列左から　城間議員、佐藤議員

永年の議会活動を通じ、地方自治の発展と市
政の振興に貢献された功績として、それぞれ表
彰されました。

全国市議会議長会議員表彰
第81回全国市議会議長会定期総会において、

次の方々が議員10年以上一般表彰を受けられ
ました。

全国市議会議長会議員表彰


